
報 第 ２ ５ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定

介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の

方 法 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 ）  

 

 本 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防

支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 等 を

定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 別 紙 の と お り 専 決

処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ５ 月 ２ １ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 ２ ４ 号  

 

指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介

護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方

法 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

制 定 に つ い て  

 

 本 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防

支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 等 を  

定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

 以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ４ 月 ２ ５ 日  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

   新 潟 県 柏 崎 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に

指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方

法 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定

介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る

基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 条 例 第 ５ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

 第 １ ３ 条 第 １ 号 中 「 第 １ ４ ０ 条 の ６ ６ 第 １ 号 ロ （ ２ ） 」 を 「 第 １ ４

０ 条 の ６ ６ 第 １ 号 イ 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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立
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図
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。
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(２
)～

(４
) 

（
略
）
 

 

 

5


